
建築計画から完成・運営まで

建築主立会

参加業者から見

積を受け取る

建築主立会

参加業者に図面

を渡し、説明を

加える。

建築主からの紹介業者

その他

建築業者の方にはここか

ら参加してもらい、実力を

基本設計を基に施

工でき、見積の金額

を出せる図面にする

計画案を基に

図面を作成する

有効利用

将来性

事業収支

融資先検討

税金関係

土地概則 土地利用計画 資金計画 打合せ 基本設計 打合せ 実施設計 打合せ 入札参加業者の選定 現場説明会 見積 入札
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建築主立会

参加業者から見

積を受け取る

建築主立会

参加業者に図面

を渡し、説明を

加える。

建築主からの紹介業者

その他

建築業者の方にはここか

ら参加してもらい、実力を

基本設計を基に施

工でき、見積の金額

を出せる図面にする

計画案を基に

図面を作成する

有効利用

将来性

事業収支

融資先検討

税金関係

土地概則 土地利用計画 資金計画 打合せ

何回でも検討し納得の行くまで繰り返す事

（大きな事業なのですから）

基本設計 打合せ

何回でも検討

・建築主のイメージ・希望を良く説明して、充分な意思疎通をはかり、図面に表現してもらう。

そのためには、建築主の立場で考えてくれる専門家に以来する事。

実施設計 打合せ

設計事務所

建築会社の設計士

専門家とは？

（建築士の資格のある人）

建築主の立場になれるでしょう。

（設計が本業ですから）

建築主の立場で考えるというより、建築会社側の立場に

何回でも検討

事前協議

各課下打合せ

各課協議

開発許可申請

入札参加業者の選定 現場説明会 見積 入札

開発 他

開発工事

確認事前協議

確認申請

役所打合せ

開発許可申請不要の場合

役所の指導・条例

による変更・調整
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建築主に 経過建築主に 経過報

建築主立会

参加業者から見

積を受け取る

建築主立会

参加業者に図面

を渡し、説明を

加える。

建築主からの紹介業者

その他

建築業者の方にはここか

ら参加してもらい、実力を

基本設計を基に施

工でき、見積の金額

を出せる図面にする

計画案を基に

図面を作成する

有効利用

将来性

事業収支

融資先検討

税金関係

土地概則 土地利用計画 資金計画 打合せ

何回でも検討し納得の行くまで繰り返す事

（大きな事業なのですから）

基本設計 打合せ

何回でも検討

・建築主のイメージ・希望を良く説明して、充分な意思疎通をはかり、図面に表現してもらう。

そのためには、建築主の立場で考えてくれる専門家に以来する事。

実施設計 打合せ

設計事務所

建築会社の設計士

専門家とは？

（建築士の資格のある人）

建築主の立場になれるでしょう。

（設計が本業ですから）

建築主の立場で考えるというより、建築会社側の立場に

ならざるを得ないでしょう。

（何故なら、建築会社は施工するのが本業で、その本業

の下で、指示を受けての設計しかできないからです。

何回でも検討

事前協議

各課下打合せ

各課協議

開発許可申請

入札参加業者の選定 現場説明会 見積 入札

各課協議受取

開発 他

開発工事

許可完了検査

確認事前協議

確認申請

役所打合せ

開発許可申請不要の場合

見積内容の 打合せ 業者契約

建築主と業者

が、契約する。

監理者として立

会います。

地鎮祭 工事着手 上棟中間検査 工事中現場監 完了検査 立会検査 引渡し

役所の指導・条例

による変更・調整

工事中現場監理
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あらゆる問題に

対処する。

管理を任せて

いただけました

ら、苦情処理、

その他連絡等

を全て当社で対

応いたします。

家賃、敷金、共益費

等を付近調査を行い、

建築主に報告、相談

して要綱を作成する。

建築主に、経過

報告する。

建築主に、経過報

告する。

建築主立会

参加業者から見

積を受け取る

建築主立会

参加業者に図面

を渡し、説明を

加える。

建築主からの紹介業者

その他

建築業者の方にはここか

ら参加してもらい、実力を

基本設計を基に施

工でき、見積の金額

を出せる図面にする

計画案を基に

図面を作成する

有効利用

将来性

事業収支

融資先検討

税金関係

土地概則 土地利用計画 資金計画 打合せ

何回でも検討し納得の行くまで繰り返す事

（大きな事業なのですから）

基本設計 打合せ

何回でも検討

・建築主のイメージ・希望を良く説明して、充分な意思疎通をはかり、図面に表現してもらう。

そのためには、建築主の立場で考えてくれる専門家に以来する事。

実施設計 打合せ

設計事務所

建築会社の設計士

専門家とは？

（建築士の資格のある人）

建築主の立場になれるでしょう。

（設計が本業ですから）

建築主の立場で考えるというより、建築会社側の立場に

ならざるを得ないでしょう。

（何故なら、建築会社は施工するのが本業で、その本業

の下で、指示を受けての設計しかできないからです。

何回でも検討

事前協議

各課下打合せ

各課協議

開発許可申請

入札参加業者の選定 現場説明会 見積 入札

各課協議受取

開発 他

開発工事

許可完了検査

確認事前協議

確認申請

役所打合せ

開発許可申請不要の場合

見積内容の

確認許可

打合せ 業者契約

建築主と業者

が、契約する。

監理者として立

会います。

地鎮祭 工事着手

設計事務所

建築会社の設計士

工事監理者とは？ 設計段階で、充分意思疎通をはかった設計士が最適。

建築主の立場で監理ができます。

建築主の立場で考えるというより、所属している会社の

立場に立たざるを得ないでしょう。

上棟

上棟式

中間検査 工事中現場監 完了検査 立会検査 引渡し

入居募集要項作成 入居者募集

入居申込

打合せ

入居決定

賃貸契約

建築主に入居

者を決定してい

建築主と入居者

が契約書を作成

事業運営工事中も打合せ

役所の指導・条例

による変更・調整

工事中現場監理
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